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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
挿入部を構成するシースの先端部に鉗子部を設け，前記挿入部の基端部に設けられた操作
部により前記シースに対してワイヤを進退させることにより前記鉗子部を開閉操作可能と
する内視鏡用処置具において；
前記操作部は，前記シースの基端部を支持するシース支持部と，前記ワイヤを前記シース
支持部に対して進退操作可能に支持するワイヤ支持部とを設け，
前記ワイヤ支持部または前記シース支持部のいずれかに，破損容易な脆弱部を設けたこと
を特徴とする，内視鏡用処置具。
【請求項２】
前記脆弱部は，前記ワイヤ支持部の進退方向のいずれかに前記鉗子部の開閉操作の範囲を
越える力が作用したときに破損する程度の脆弱性を有することを特徴とする，請求項１に
記載の内視鏡用処置具。
【請求項３】
前記脆弱部は，前記ワイヤ支持部の進退方向のうち，前記鉗子部の開閉操作時に，より強
い力が作用する方向とは逆方向へ前記鉗子部の開閉操作の範囲を越える力が作用したとき
に破損する程度の脆弱性を有することを特徴とする，請求項１に記載の内視鏡用処置具。
【請求項４】
前記ワイヤ支持部は，前記ワイヤの基端部に設けたワイヤカシメ部の進退方向をそれぞれ
支持する壁部を有し，
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前記脆弱部は，前記壁部のうち，前記鉗子部の開閉操作時に，より強い力が作用する方向
とは逆方向側の壁部に形成されていることを特徴とする，請求項１～３のいずれかに記載
の内視鏡用処置具。
【請求項５】
前記脆弱部は，前記ワイヤ支持部に設けた前記壁部のうち，前記鉗子部の開閉操作時に，
より強い力が作用する方向側の壁部よりも，その逆方向側の壁部の厚みを薄くすることに
より形成されていることを特徴とする，請求項４に記載の内視鏡用処置具。
【請求項６】
前記ワイヤ支持部は，前記ワイヤの基端部に設けたワイヤカシメ部の進退方向をそれぞれ
支持する壁部と，該壁部に連設して前記ワイヤカシメ部の外周面を覆う側壁部とを有し，
前記脆弱部は，前記ワイヤ支持部の側壁部外周面に沿って切欠を設け，前記側壁部の一部
の進退方向強度を脆弱にすることにより形成されていることを特徴とする，請求項１～３
のいずれかに記載の内視鏡用処置具。
【請求項７】
前記シース支持部は，前記シースの基端部に設けたシースカシメ部の進退方向をそれぞれ
支持する壁部と，該壁部のうちの少なくとも一方に連設して前記シースカシメ部の外周面
を覆う側壁部とを有し，
前記脆弱部は，前記側壁部に形成されていることを特徴とする，請求項１～３のいずれか
に記載の内視鏡用処置具。
【請求項８】
前記脆弱部は，前記シース支持部の側壁部外周面に切欠を設けて，前記側壁部の一部の進
退方向強度を脆弱にすることにより形成されていることを特徴とする，請求項７に記載の
内視鏡用処置具。
【請求項９】
前記操作部は，前記シース支持部が設けられた前記軸体と，前記ワイヤ支持部が設けられ
前記軸体に対して前記進退方向に摺動操作可能な操作滑動部とを備え，
前記軸体の前記操作滑動部との摺動面には，前記操作滑動部を少なくとも前記脆弱部が破
損する位置以上に摺動操作したときに，前記操作滑動部に形成した操作滑動部側係合部と
係合する前記軸体側係合部が形成されていることを特徴とする，請求項１～６のいずれか
に記載の内視鏡処置具。
【請求項１０】
前記軸体側係合部は，前記軸体の前記操作滑動部との摺動面のうち，前記操作滑動部の摺
動操作可能な範囲のうち少なくとも前記鉗子部の開閉操作範囲を越えた位置に形成したこ
とを特徴とする，請求項９に記載の内視鏡用処置具。
【請求項１１】
前記軸体の前記操作滑動部との摺動面には，前記軸体側係合部として凸部を形成し，
前記操作滑動部の前記軸体との摺動面には，前記操作滑動部側係合部として凹部を形成し
たことを特徴とする，請求項９または１０に記載の内視鏡処置具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は，内視鏡用処置具にかかり，特にシングルユース用として使用される内視鏡用処
置具に関する。
【０００２】
【従来の技術】
内視鏡用処置具である生検鉗子は，主に内視鏡的処置等で，例えば病変部位の粘膜の一部
の採取に使用される。かかる内視鏡用生検鉗子は，操作部に連設され，内視鏡の処置具挿
通チャンネルに挿脱される挿入部を備える。挿入部は，例えば密着コイル等から形成され
る可撓性のシースと，シースの先端部分に設けられている処置機能部となる鉗子部とから
構成される。
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【０００３】
上記シース内には，軸線方向に操作部と鉗子部を接続する操作ワイヤが進退自在に挿通さ
れ，シースの基端に連結された操作部において操作ワイヤを進退操作することにより，シ
ースの先端部分に開閉自在に配置された一対の鉗子片が，操作ワイヤの進退操作に連動し
て開閉駆動するようになっている。
【０００４】
上記の内視鏡用処置具として，消毒，滅菌処理により再使用可能としたリユース用のもの
と，消毒，滅菌処理を必要としない１回限りの使用となるシングルユース用（使い切り用
）のものがある（例えば，特許文献１参照）。シングルユース用の処置具は，リユース用
の処置具と比べると安価に製造されて市場に供給されている。
【０００５】
【特許文献１】
特開平７－９５９８２号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
シングルユース用の処置具でも，機能上は，再使用することが可能な場合がある。しかし
，シングルユース用の処置具を再使用することによって，感染症の誘発や処置具破損等の
事故が発生する虞がある。
【０００７】
このような再使用を防止するため，シングルユース用医療用処置具として，例えば上記特
許文献１に記載のものもある。この処置具は，体腔内粘膜と直接触れない部分の少なくと
も一部の部材を親水性を有するポリマーを含む材料で構成し，かかるポリマーを含む材料
で構成した一部の部材が洗浄によって溶解，膨張あるいは柔軟化することにより，一度使
用した処置具の再使用を防ぐようになっている。しかし，このような構造の処置具でも，
使用者の意図しない取り扱いによって，使用前あるいは使用中に親水性を有するポリマー
を含む材料部位に濡れた手で触れてしまったり，検査中に使用する患部洗浄水等が不意に
こぼれて付着したりして使用不能となる虞がある。
【０００８】
そこで，本発明は，上記問題点に鑑みてなされたものであり，本発明の目的は，使用中に
使用不能となることなく，使用後に確実に再使用を不能にすることができる，新規かつ改
良されたシングルユース用の内視鏡用処置具を提供することである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため，本発明の第１の観点によれば，挿入部を構成するシースの先端
部に鉗子部を設け，挿入部の基端部に設けられた操作部によりシースに対してワイヤを進
退させることにより鉗子部を開閉操作可能とする内視鏡用処置具において，操作部は，シ
ースの基端部を支持するシース支持部と，ワイヤをシース支持部に対して進退操作可能に
支持するワイヤ支持部とを設け，ワイヤ支持部またはシース支持部のいずれかに，破損容
易な脆弱部を設けたことを特徴とする，内視鏡用処置具が提供される。
【００１０】
このとき，脆弱部は，ワイヤ支持部の進退方向のいずれかに鉗子部の開閉操作の範囲を越
える力が作用したときに破損する程度の脆弱性を有し，かかる脆弱部は，ワイヤ支持部の
進退方向のうち，鉗子部の開閉操作時に，より強い力が作用する方向とは逆方向へ鉗子部
の開閉操作の範囲を越える力が作用したときに破損する程度の脆弱性を有することとして
もよい。
【００１１】
また，このときワイヤ支持部は，ワイヤの基端部に設けたワイヤカシメ部の進退方向をそ
れぞれ支持する壁部を有し，脆弱部は，かかる壁部のうち，鉗子部の開閉操作時に，より
強い力が作用する方向とは逆方向側の壁部に形成され，かかる逆方向側の壁部の厚みを強
い力が作用する方向側の壁部の厚みより薄くすることにより形成されていることとしても
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よい。
【００１２】
更に，このときワイヤ支持部は，ワイヤの基端部に設けたワイヤカシメ部の進退方向をそ
れぞれ支持する壁部と，これらの壁部に連設してワイヤカシメ部の外周面を覆う側壁部と
を有し，脆弱部は，ワイヤ支持部の側壁部外周面に沿って切欠を設け，この側壁部の一部
の進退方向強度を脆弱にすることにより形成されていることとしてもよい。
【００１３】
かかる構成とすることにより，シングルユース用処置具を使用後に，使用者が意図的にワ
イヤ支持部に設けられた脆弱部を破損することにより，処置具を再使用不能にすることが
できるので，シングルユース用の処置具の再使用による感染症や処置具破損等の事故の発
生を未然に防止可能となる。
【００１４】
また，このときシース支持部は，シースの基端部に設けたシースカシメ部の進退方向をそ
れぞれ支持する壁部と，これらの壁部のうちの少なくとも一方に連設してシースカシメ部
の外周面を覆う側壁部とを有し，脆弱部は，側壁部に形成され，具体的には，シース支持
部の側壁部外周面に切欠を設けて，側壁部の一部の進退方向強度を脆弱にすることにより
形成されていることとしてもよい。
【００１５】
かかる構成とすることにより，シングルユース用処置具を使用後に，使用者が意図的にシ
ース支持部に設けられた脆弱部を破損することにより，処置具を再使用不能にすることが
できるので，シングルユース用の処置具の再使用による感染症や処置具破損等の事故の発
生を未然に防止可能となる。
【００１６】
また，このとき操作部は，シース支持部が設けられた軸体と，ワイヤ支持部が設けられ，
軸体に対して進退方向に摺動操作可能な操作滑動部とを備え，軸体の操作滑動部との摺動
面には，操作滑動部を少なくとも脆弱部が破損する位置以上に摺動操作したときに，操作
滑動部に形成した操作滑動部側係合部と係合する軸体側係合部が形成され，かかる軸体側
係合部は，軸体の操作滑動部との摺動面のうち，操作滑動部の摺動操作可能な範囲のうち
少なくとも鉗子部の開閉操作範囲を越えた位置に形成してもよい。
【００１７】
このとき，具体的には，軸体の操作滑動部との摺動面には，軸体側係合部として凸部を形
成し，操作滑動部の軸体との摺動面には，操作滑動部側係合部として凹部を形成したこと
としてもよい。
【００１８】
かかる構成とすることにより，処置具使用後に操作滑動部を軸体に対して摺動させて凸部
と凹部を嵌合させるので，未使用の処置具と使用済みの処置具との区別が容易となるので
，使用済みの処置具を誤って再使用することを未然に防ぐことが出来るようになる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下に添付図面を参照しながら，本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。な
お，本明細書及び図面において，実質的に同一の機能構成を有する構成要素については，
同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２０】
（第１の実施の形態）
図１は，本発明にかかる内視鏡用処置具を適用する内視鏡１００全体の概略構成図である
。内視鏡１００は，主として，挿入部１０２と，操作部１０４と，ユニバーサルコード部
１０６を介して接続されるコネクタ部（図示せず）とから構成されている。挿入部１０２
内には，後述の内視鏡用処置具，例えば生検鉗子１１２を内視鏡先端部に導出させるため
の処置具挿通チャンネル１０８が設けられている。また，操作部１０４には，処置具挿通
口１１０が設けられ，かかる処置具挿通口１１０は，処置具挿通チャンネル１０８に接続
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されている。
【００２１】
次に，本発明の第１の実施の形態にかかる内視鏡用処置具を図面を参照しながら説明する
。本実施形態にかかる内視鏡用処置具として，例えば生検鉗子の全体構成図を図２に示す
。なお，本実施の形態は，ワイヤ支持部に破損容易な脆弱部を設けた場合の例である。
【００２２】
同図に示される生検鉗子１１２は，使用時に術者が操作可能な操作部１１４と，使用時に
上記内視鏡１００の処置具挿通口１１０から処置具挿通チャンネル１０８に挿入される挿
入部１１６とを備える。
【００２３】
操作部１１４には，軸体１１８が設けられ，かかる軸体１１８の基端側には，略リング状
の指掛け部１２０が装着されている。
【００２４】
また，軸体１１８には，略筒状に形成された操作滑動部１２２が軸方向に対して摺動自在
に設けられている。
【００２５】
操作滑動部１２２には，操作ワイヤ１２４の基端部を支持する後述のワイヤ支持部が設け
られている。
【００２６】
また，操作ワイヤ１２４は，細長で可撓性を有する密着コイル等で形成されているシース
１２６を貫通して，かかる操作ワイヤ１２４の先端部が処置機能部として作用する鉗子部
１２８に連結されている。更に，シース１２６の基端部を支持する後述のシース支持部が
設けられている。
【００２７】
この生検鉗子１１２には，操作滑動部１２２が軸体１１８に対して操作されることにより
，シース１２６に対して操作ワイヤ１２４が進退操作されて，鉗子部１２８が開閉操作さ
れるようになっている。
【００２８】
具体的には，本実施形態の生検鉗子１１２は，操作滑動部１２２を挿入部１１６側に移動
させると鉗子部１２８が開き，操作滑動部１２２を指掛け部１２０側に移動させると鉗子
部１２８が閉じるようになっている。
【００２９】
次に，本実施形態の生検鉗子１１２の操作部１１４の構成の詳細を図面を用いて説明する
。図３は，本実施形態の生検鉗子１１２の操作部１１４の内部構成を示す部分断面図であ
る。
【００３０】
軸体１１８には，略全長にわたり操作滑動部１２２を進退方向にガイドするスリット１３
０が形成されている。操作滑動部１２２は，内部に形成された穴に軸体１１８が挿入され
た状態で，上記スリット１３０に沿って，進退方向（軸方向）に移動可能になっている。
【００３１】
操作滑動部１２２に設けられたワイヤ支持部１３５は，例えば次のように構成される。ス
リット１３０の内側にある操作滑動部１２２の内部には，操作ワイヤ１２４の基端部に設
けられたワイヤカシメ部１３２を収めるワイヤカシメ収容部１３４が形成されている。こ
のワイヤカシメ収容部１３４にワイヤカシメ部１３２が収められることにより，操作ワイ
ヤ１２４は，軸方向に進退操作可能に支持される。これにより，操作滑動部１２２を軸体
１１８に対して摺動させると，操作ワイヤ１２４を進退方向に操作できる。なお，ワイヤ
支持部１３５の詳細については，後述する。
【００３２】
操作部１１４の先端側には，シースカシメ収容部１４０が設けられ，かかるシースカシメ
収容部１４０には，シース１２６の端部に設けられたシースカシメ部１３６が収められて
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いる。これにより，シース１２６は，操作部１１４に支持される。
【００３３】
また，本実施形態では，操作滑動部１２２との摺動面には，操作滑動部１２２を少なくと
も脆弱部が破損する位置以上に摺動操作したときに，操作滑動部１２２に形成した操作滑
動部側係合部と係合する軸体側係合部が形成されている。具体的には，軸体１１８の先端
近傍の外周面に，軸体側係合部として例えば凸部１４２が形成され，操作滑動部１２２の
軸体１１８に接する内側部分に，操作滑動部側係合部として例えば凹部１４４が形成され
ている。これにより，処置具使用者が使用後に，操作滑動部１２２を先端側に摺動させ，
凹部１４４と凸部１４２とを係合させることにより，操作滑動部１２２が軸体１１８に対
して摺動させることが不能になるので，生検鉗子１１２を一度使用したことがわかるよう
になる。
【００３４】
次に，操作ワイヤ１２４の基端部を支持するワイヤ支持部１３５の詳細について，図面を
参照しながら説明する。
【００３５】
図４は，図３に示すワイヤ支持部１３５，すなわちＡ部の拡大図である。操作滑動部１２
２を鉗子部１２８の通常の開閉操作の範囲を超える力が作用したときに破損されるように
構成した，この脆弱部は，例えばワイヤカシメ部１３２を収めるワイヤカシメ収容部１３
４の軸方向（操作滑動部１２２の進退方向）の壁部のうち基端側の壁部１３４ａの厚みの
方を先端側の壁部１３４ｂの厚みより薄く形成することにより構成する。また，基端側の
壁部１３４ａの厚みは，例えば操作滑動部１２２を鉗子部１２８の通常の開閉操作の範囲
を超える力を作用させて，先端側へ更に移動させると，ワイヤカシメ部１３２により基端
側の壁部１３４ａが押圧されることにより破損される程度の脆弱性を有する薄さとする。
【００３６】
次に，本実施形態の内視鏡用処置具の作用について，図面を参照しながら説明する。図５
は，本実施形態の生検鉗子１１２の作用説明図である。
【００３７】
本実施形態では，鉗子部１２８を閉じるときは，図５（ａ）に示すように，操作滑動部１
２２を指掛け部１２０側に移動させる。また，鉗子部１２８を開くときは，図５（ｂ）に
示すように，操作滑動部１２２を挿入部１１６側に移動させる。
【００３８】
この鉗子部１２８の開閉操作においては，処置部位の粘膜等を掴むのに力を加えるため，
通常の鉗子部１２８の開閉操作時には，鉗子部１２８を開くよりも閉じる方が操作滑動部
１２２を摺動させるのに，より強い力を作用させることとなる。従って，操作滑動部１２
２を基端側に摺動させる方向に，より強い力が作用される可能性が高い。
【００３９】
このため，本実施形態では，生検鉗子１１２を使用後は，（ｃ）に示すように，強い力を
作用させる方向とは逆方向，すなわち操作滑動部１２２を鉗子部１２８の開閉操作の範囲
外となる挿入部１１６側へ，更に移動させると，基端側の壁部１３４ａがワイヤカシメ部
１３２に押圧されることにより破損される。
【００４０】
脆弱部を構成する基端側の壁部１３４ａの破損後は，操作滑動部１２２を再び挿入部１１
６側に移動させても，ワイヤカシメ部１３２が基端側の壁部１３４ａに支持されなくなる
ため，鉗子部１２８が開かなくなる。従って，使用者は，生検鉗子１１２の開閉操作を再
び行うことが不可能となる。換言すると，一度使用した生検鉗子１１２の再使用を未然に
防ぐことが出来るようになる。
【００４１】
なお，脆弱部となる基端側の壁部１３４ａの破損後でも，操作滑動部１２２を基端側に移
動させることにより鉗子部１２８を閉じることは出来る。この場合，外見上では，生検鉗
子１１２が使用済みであるか否かの判断がつかないため，使用済みの処置具を誤使用する
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虞がある。
【００４２】
そこで本実施形態では，上述のような誤使用を防ぐために，生検鉗子１１２を使用後は，
操作滑動部１２２を更に挿入部１１６側に摺動させて，前述したように軸体１１８の先端
側の近傍に形成された凸部１４２と，操作滑動部１２２の軸体１１８に接する内側部分に
形成された凹部１４４とを係合させる。
【００４３】
上記の作用により，操作滑動部１２２が軸体１１８に対して摺動させることが出来なくな
る。また，鉗子部１２８が開いたままの状態となるので，処置具を一度使用したことが外
見上でわかるようになる。更に，鉗子部１２８が開いたままの状態であるため，生検鉗子
１１２を再び処置具挿通チャンネル１０８に挿入できなくなることより，一度使用した生
検鉗子１１２の再使用を未然に防ぐことが出来るようになる。
【００４４】
次に，ワイヤ支持部１３５に設けられる脆弱部の変形例について図面を参照して説明する
。図６は，本実施形態においてワイヤ支持部１３５に設けられた脆弱部の第１の変形例，
図７は，第２の変形例である。
【００４５】
図６に示すように，第１の変形例では，操作滑動部１２２基端側の壁部１３４ａの端部に
溝部１４６が形成されている。かかる構成とすることにより，基端側の壁部１３４ａが操
作滑動部１２２を鉗子部１２８の通常の開閉操作の範囲を超える力が作用したときに溝部
１４６がより破損され易くなる。
【００４６】
また，図６は，一体で形成した例を示したが，図７に示すように，ワイヤカシメ収容部１
３４が形成されるワイヤ支持部１３５を操作滑動部１２２と別体にしてもよい。この場合
，ワイヤ支持部１３５は，側壁部の外周面に沿って切欠部１４８が形成されている。そし
て，操作滑動部１２２のフランジ部１２２ａに形成された孔（図示せず）から切欠部１４
８にそれぞれ挿通された支持部材１５０により，ワイヤ支持部１３５は，操作滑動部１２
２に対して支持される。これにより，軸体１１８に対しワイヤ支持部１３５と操作滑動部
１２２とが一体となって摺動されるようになる。
【００４７】
この第２の変形例では，ワイヤカシメ収容部１３４の基端側の壁部１３４ａを脆弱部にし
てもよく，また支持部材１５０を支持する突出部１３５ａを脆弱部としてもよい。操作滑
動部１２２を鉗子部１２８の通常の開閉操作の範囲を超える力が作用したとき，基端側の
壁部１３４ａまたはワイヤ支持部１３５の基端側の突出部１３５ａが破損され，使用者が
生検鉗子１１２の開閉操作を再び行うことが不可能となり，一度使用した生検鉗子１１２
の再使用を未然に防ぐことが出来るようになる。
【００４８】
（第２の実施の形態）
次に，本発明の第２の実施の形態にかかる内視鏡用処置具，例えば生検鉗子を図面を参照
しながら説明する。本実施形態にかかる生検鉗子の全体の概略構成図は，図２に示すもの
と同様である。
【００４９】
図８は，第２の実施の形態の生検鉗子２１２の操作部２１４の内部構成を示す部分断面図
である。なお，本実施の形態にかかる生検鉗子２１２の操作部は，第１の実施の形態のも
のとほぼ同様であるが，ワイヤ支持部２３５には脆弱部を設けずに，シース支持部２３９
に脆弱部を設けている点で第１の実施の形態のものと異なる。
【００５０】
本実施の形態にかかる生検鉗子２１２の軸体２１８には，略全長にわたり操作滑動部２２
２を進退方向にガイドするスリット２３０が形成されている。かかるスリット２３０の内
側にある操作滑動部２２２の内部には，操作ワイヤ２２４の基端部に設けられたワイヤカ
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シメ部２３２を収めるワイヤカシメ収容部２３４が形成されている。このワイヤカシメ収
容部２３４にワイヤカシメ部２３２が収められることにより，操作ワイヤ２２４は，軸方
向に進退操作可能に支持される。これにより，操作滑動部２２２を軸体２１８に対して摺
動させると，操作ワイヤ２２４を進退方向に操作できる。
【００５１】
操作部２１４の先端部には，シース２２６の基端部を支持するシース支持部２３９が設け
られている。このシース支持部２３９は，例えば図９に示すように構成される。すなわち
，操作部２１４における軸体２１８の先端部には，シース２２６の基端部を装着するシー
ス取付け部材２３８を取付けるための取付け孔２３３が形成されている。なお，シース支
持部２３９の詳細は，後述する。
【００５２】
また，操作滑動部２２２との摺動面には，第１の実施形態と同様に操作滑動部２２２を少
なくとも脆弱部が破損する位置以上に摺動操作したときに，操作滑動部２２２に形成した
操作滑動部側係合部例えば凹部２４４と，係合する軸体側係合部例えば凸部２４２が形成
されている。これにより，処置具使用者が使用後に，操作滑動部２２２を先端側に摺動さ
せ，凹部２４４と凸部２４２とを係合させることにより，操作滑動部２２２が軸体２１８
に対して摺動させることが出来なくなるので，処置具を一度使用したことがわかるように
なる。
【００５３】
次に，シース２２６の基端部を支持するシース支持部２３９の詳細について図面を参照し
ながら説明する。
【００５４】
図９は，図８に示すシース支持部２３９，すなわちＢ部の拡大図である。図９に示すよう
に，シース取付け部材２３８には，その基端から開口した開口部が設けられ，この開口部
にシースカシメ部２３６が収められる。この開口部は，シースカシメ収容部２４０におけ
る軸方向一方側の壁部２３１と側壁部２３７を構成する。シース取付け部材２３８の開口
端は，軸体２１８先端部の取付け孔２３３を構成する壁に当接しており，この壁は，シー
スカシメ収容部２４０の軸方向他方側の壁部２４１を構成する。こうして，シースカシメ
部２３６の軸方向は，シースカシメ収容部２４０を構成するシース取付け部材２３８の壁
部２３１と軸体２１８の壁部２４１により支持される。
【００５５】
上記軸体２１８の取付け孔２３３の内側面には，雌ねじ部２５２が形成されている。この
雌ねじ部２５２の根元側（操作部２１４の基端側）には，雌ねじ逃げ部２４８が形成され
ている。この雌ねじ逃げ部２４８は，軸体２１８の先端部の取付け孔２３３内側の内周に
沿って切欠を設けることにより形成される。
【００５６】
一方，シース取付け部材２３８の軸体２１８側の端部の外側面には，雄ねじ部２５０が形
成されている。この雄ねじ部２５０は，上記軸体２１８の先端部に設けられた雌ねじ部２
５２に螺着される。この雄ねじ部２５０の根元側（操作部２１４の先端側）には，雄ねじ
逃げ部２４６が形成されている。この雄ねじ逃げ部２４６は，シース取付け部材２３８の
外周に沿って切欠を設けることにより形成される。
【００５７】
このように，軸体２１８の先端部とシース取付け部材２３８とを螺着することにより，軸
体２１８にシース取付け部材２３８を軸方向に容易に取付けることができる。
【００５８】
本実施形態のシース支持部２３９には，操作滑動部２２２を鉗子部２２８の通常の開閉操
作の範囲を超える力が作用したときに破損されるように構成した脆弱部を設ける。本実施
の形態では，例えば上記雄ねじ逃げ部２４６，雌ねじ部逃げ部２４８のいずれか一方を脆
弱部とする。
【００５９】
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すなわち，本実施の形態における脆弱部は，雄ねじ逃げ部２４６または雌ねじ部逃げ部２
４８が形成される部位の厚みを薄くして，この部位の軸方向（操作滑動部２２２の進退方
向）に対する強度を低くすることにより形成する。
【００６０】
雄ねじ逃げ部２４６または雌ねじ部逃げ部２４８が形成される部位の厚みは，次のような
脆弱性を有する程度とする。すなわち操作滑動部２２２を鉗子部２２８の通常の開閉操作
範囲外となる先端側へ更に移動させると，シースカシメ部２３６によりシースカシメ収容
部２４０の先端側の壁部２３１が押圧される。
【００６１】
従って本実施形態では，シースカシメ部２３６によりシースカシメ収容部２４０の先端側
の壁部２３１が押圧されることにより，雄ねじ逃げ部２４６または雌ねじ部逃げ部２４８
が破損される程度の脆弱性を有するように上記脆弱部を形成する。
【００６２】
これにより，操作滑動部２２２を通常の鉗子部２２８の開閉操作範囲外に移動させること
により，雄ねじ逃げ部２４６または雌ねじ部逃げ部２４８が破損されるので，生検鉗子２
１２の再使用が出来なくなる。
【００６３】
なお，本実施の形態では，雄ねじ逃げ部２４６または雌ねじ逃げ部２４８が破損する前に
，雄ねじ部２５０および雌ねじ部２５２が破損しないようにするため，雄ねじ部２５０お
よび雌ねじ部２５２の軸方向（操作ワイヤ２２４の進退方向）の強度は，雄ねじ逃げ部２
４６および雌ねじ逃げ部２４８の軸方向の強度より大きいことが必要である。
【００６４】
次に，シース支持部２３９の構成の変形例について図面を参照して説明する。図９に示す
ものでは，シースカシメ部２３６をシース取付け部材２３８に装着する場合について説明
したが，シースカシメ部２３６を軸体２１８の先端部に備えた場合の構成例を図１０に示
す。
【００６５】
図１０に示す変形例におけるシース支持部３３９は，次のように構成される。操作部２１
４における軸体３１８の先端部には，軸体３１８の外径よりも小さい径の段部３５１が形
成されている。この段部３５１内には，先端側が開口する開口部が設けられ，この開口部
にシースカシメ部３３６が装着される。軸体３１８の段部３５１内の開口部を構成する側
壁と軸方向の壁は，それぞれシースカシメ収容部３４０の側壁部３３７と軸方向他方側の
壁３４１を構成する。
【００６６】
軸体３１８の段部３５１の開口端は，シース取付け部材３３８の取付け孔３３３を構成す
る壁に当接しており，この壁は，シースカシメ収容部３４０の軸方向一方側の壁部３３１
を構成する。こうして，シースカシメ部３３６の軸方向は，シースカシメ収容部３４０を
構成するシース取付け部材３３８の壁部３３１と軸体３１８の壁部３４１により支持され
る。
【００６７】
上記軸体３１８の段部３５１の外側の側面に当接するように，シース取付け部材３３８の
軸体３１８側の端部には，取付け孔３３３が設けられている。この取付け孔３３３の内側
面には，雌ねじ部３５２が形成されている。この雌ねじ部３５２の根元側（操作部２１４
の先端側）には，雌ねじ逃げ部３４８が形成されている。この雌ねじ逃げ部３４８は，シ
ース取付け部材３３８の内周に沿って切欠を設けることにより形成される。
【００６８】
また，上記の段部３５１の外側面には，雄ねじ部３５０が形成されている。この雄ねじ部
３５０の根元側（操作部２１４の基端側）には，雄ねじ逃げ部３４６が形成されている。
この雄ねじ逃げ部３４６は，軸体３１８の段部３５１外周に沿って切欠を設けることによ
り形成される。このようにしても，図９に示すものと同様に軸体３１８にシース取付け部
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材３３８を軸方向に容易に取付けることができる。
【００６９】
図１０に示すシース支持部３３９には，操作滑動部２２２を鉗子部２２８の通常の開閉操
作の範囲を超える力が作用したときに破損されるように構成した脆弱部を設ける。本変形
例では，例えば上記雄ねじ逃げ部３４６，雌ねじ部逃げ部３４８のいずれか一方を脆弱部
とする。
【００７０】
すなわち，本変形例における脆弱部は，雄ねじ逃げ部３４６または雌ねじ部逃げ部３４８
が形成される部位の厚みを薄くして，この部位の軸方向（操作滑動部２２２の進退方向）
に対する強度を低くすることにより形成する。
【００７１】
雄ねじ逃げ部３４６または雌ねじ部逃げ部３４８が形成される部位の厚みは，次のような
脆弱性を有する程度とする。すなわち本変形例においても，図９で示す実施形態と同様に
，操作滑動部２２２を鉗子部２２８の通常の開閉操作範囲外となる先端側へ更に移動させ
ると，シースカシメ部３３６によりシースカシメ収容部３４０の先端側の壁部３３１が押
圧されることにより，雄ねじ逃げ部３４６または雌ねじ逃げ部３４８が破損される程度の
脆弱性を有するように上記脆弱部を形成する。
【００７２】
これにより，雄ねじ逃げ部３４６または雌ねじ逃げ部３４８が操作滑動部２２２を通常の
鉗子部２２８の開閉操作範囲外に移動させることにより破損されるので，生検鉗子２１２
の再使用が出来なくなる。
【００７３】
なお，本変形例においても，雄ねじ逃げ部３４６または雌ねじ逃げ部３４８が破損する前
に，雄ねじ部３５０または雌ねじ部３５２が破損しないようにするため，雄ねじ部３５０
および雌ねじ部３５２の軸方向（操作ワイヤ３２４の進退方向）の強度は，雄ねじ逃げ部
３４６および雌ねじ逃げ部３４８の軸方向の強度より大きいことが必要である。
【００７４】
次に，本実施形態の内視鏡用処置具の作用について，図面を参照しながら説明する。図１
１は，本実施形態の生検鉗子２１２の作用説明図である。同図において，シース支持部２
３９近傍は，部分的に断面図で示す。
【００７５】
本実施形態では，第１の実施の形態と同様に，鉗子部２２８を閉じるときは，図１１（ａ
）に示すように，操作滑動部２２２を指掛け部２２０側に移動させる。また，鉗子部２２
８を開くときは，図１１（ｂ）に示すように，操作滑動部２２２を挿入部２１６側に移動
させる。従って，第１の実施の形態と同様に，鉗子部２２８の通常の開閉操作時は，鉗子
部２２８を閉じる方向，つまり操作滑動部２２２を基端側に摺動させる方向により強い力
が作用する可能性が高い。
【００７６】
このため本実施形態では，生検鉗子２１２を使用後は，図１１（ｃ）に示すように，強い
力を作用させる方向とは逆方向，すなわち操作滑動部２２２を鉗子部２２８の開閉操作の
範囲外となる挿入部２１６側へ更に移動させると，シース取付け部材２３８内に設けられ
たシースカシメ収容部２４０の先端側の壁部２３１ａがシースカシメ部２３６に押圧され
る。この壁部２３１ａが押圧されることによって，脆弱部となる雄ねじ逃げ部２４６が破
損されて，この雄ねじ逃げ部２４６より先端側のシース取付け部材２３８が抜けていく。
【００７７】
本実施形態では，第１の実施の形態と同様に，脆弱部となる雄ねじ逃げ部２４６の破損後
でも，操作滑動部２２２を基端側に移動させることにより鉗子部２２８を閉じることは出
来る。しかし，操作滑動部２２２を再び挿入部２１６側に移動させても，雄ねじ逃げ部２
４６より先端側のシース取付け部材２３８が抜け落ちてしまい，シースカシメ部２３６が
シースカシメ収容部２４０の先端側の壁部２３１ａに支えられなくなるために，鉗子部２
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２８が開かなくなる。このため使用者は，生検鉗子２１２の開閉操作を再び行うことが不
可能となる。これにより，一度使用した生検鉗子２１２の再使用を未然に防ぐことが出来
るようになる。
【００７８】
しかも，本実施形態では，上述したように，操作滑動部２２２を鉗子部２２８の開閉操作
範囲外となる先端側に移動させることにより，雄ねじ逃げ部２４６より先端側のシース取
付け部材２３８が抜け落ちてしまうので，生検鉗子２１２が使用済みであるか否かを容易
に判断できる。このため，使用済みの処置具の誤使用を未然に防ぐことが出来る。従って
，第２の実施の形態では，上述した操作滑動部側係合部例えば凹部２４４と軸体側係合部
例えば凸部２４２を形成しなくても，生検鉗子２１２が使用済みであるか否かを容易に判
断できる。
【００７９】
また，本実施形態では，雄ねじ逃げ部２４６または雌ねじ逃げ部２４８を脆弱部としてい
るため，操作滑動部２２２を通常の鉗子部２２８の開閉操作範囲外に移動させることによ
り雌ねじ逃げ部２４８が先に破損されることもある。このときは，雌ねじ逃げ部２４８よ
り先端側の軸体２１８とシース取付け部材２３８とが同時に抜け落ちることにより，生検
鉗子２１２の開閉操作を再び行うことが不可能となる。
【００８０】
以上，添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが，本発明はか
かる例に限定されない。当業者であれば，特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇
内において各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり，それらについて
も当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【００８１】
例えば，本発明の第１および第２の実施の形態では，内視鏡用処置具のうち生検鉗子につ
いて取り上げているが，操作部，挿入部から構成されるような，生検鉗子と同様な構成の
把持鉗子等の内視鏡用処置具も，本実施形態と同様な構成，作用とすることにより，やは
り同様に再使用防止が可能なシングルユース用の処置具として使用することができる。
【００８２】
また，本発明の第１および第２の実施の形態では，鉗子部が閉じる方向により強い力を作
用させて操作滑動部を軸体に対して摺動させる処置具について取り上げているが，鉗子部
の開閉操作時に，鉗子部を開く方向により強い力を作用させる処置具においては，脆弱部
をワイヤ支持部の先端側に設けることにより，同様の効果が得られる。
【００８３】
更に，第１および第２の実施の形態では，ワイヤ支持部またはシース支持部のいずれかに
，破損容易な脆弱部を設けているが，ワイヤ支持部およびシース支持部の双方に脆弱部を
設けてもよい。このとき，脆弱部破損後に使用済みであることが容易に出来るようにする
ために，シース支持部の脆弱部の方の脆弱性が強い方が好ましい。
【００８４】
【発明の効果】
以上説明したように，本発明によれば，ワイヤ支持部またはシース支持部に設けた脆弱部
を使用後に破損することにより，使用済みのシングルユース用の処置具の再使用を不可能
にすることができるので，使用済み処置具の再使用による感染症や処置具破損等の事故の
発生を未然に防止することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】内視鏡全体の概略構成図である。
【図２】内視鏡用処置具の全体構成図である。
【図３】第１の実施の形態の内視鏡用処置具の操作部の内部構成を示す部分断面図である
。
【図４】図３でのＡ部の拡大図である。
【図５】第１の実施の形態の内視鏡用処置具の作用説明図である。
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【図６】第１の実施の形態の内視鏡用処置具に設けられた脆弱部の他の変形例である。
【図７】第１の実施の形態の内視鏡用処置具に設けられた脆弱部の他の変形例である。
【図８】第２の実施の形態の内視鏡用処置具の操作部の内部構成を示す部分断面図である
。
【図９】図８でのＢ部の拡大図である。
【図１０】第２の実施の形態の内視鏡用処置具に設けられた脆弱部の他の変形例である。
【図１１】第２の実施の形態の内視鏡用処置具の作用説明図である。
【符号の説明】
１００　　内視鏡
１０２　　挿入部
１０４　　操作部
１０６　　ユニバーサルコード部
１０８　　処置具挿通チャンネル
１１０　　処置具挿通口
１１２，２１２　　生検鉗子
１１４，２１４　　操作部
１１６，２１６　　挿入部
１１８，２１８，３１８　　軸体
１２０，２２０　　指掛け部
１２２，２２２　　操作滑動部
１２４，２２４，３２４　　操作ワイヤ
１２６，２２６，３２６　　シース
１２８，２２８　　鉗子部
１３０，２３０　　スリット
１３２，２３２　　ワイヤカシメ部
１３４，２３４　　ワイヤカシメ収容部
１３５，２３５　　ワイヤ支持部
１３６，２３６，３３６　　シースカシメ部
１３８，２３８，３３８　　シース取付け部材
１３９，２３９，３３９　　シース支持部
１４０，２４０，３４０　　シースカシメ収容部
１４２，２４２　　凸部
１４４，２４４　　凹部
１４６　　溝部
１４８　　切欠部
１５０　　支持部材
２３１，２４１，３３１，３４１　　壁部
２３３，３３３　　取付け孔
２３７，３３７　　側壁部
２４６，３４６　　雄ねじ逃げ部
２４８，３４８　　雌ねじ逃げ部
２５０，３５０　　雄ねじ部
２５２，３５２　　雌ねじ部
３５１　　段部
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